
全 住 協 第２２０号 

令和２年１０月２１日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人 全国住宅産業協会 

事 務 局 長 米 山 篤 史 

 

 

家賃支援給付金の申請手続等について 

 

国土交通省から標記についての周知依頼がありましたのでお知らせします。詳細は別添

資料をご参照ください。 

 

記 

 

１．概   要  家賃支援給付金について、各方面からの意見等を踏まえ、中小企業庁

において以下の２点が明確化されることとなった。 

                (1) 受理される添付書類の緩和 

                   自動更新条項がある場合を含め、賃貸借契約書に記載された契約期間 

が過ぎている場合、従来は所定の様式を作成する必要があったが、賃借人

と契約更新時に交わした覚書、更新時の通知、賃料の請求書又は領収書

等を添付すれば足りることとされた。 

(2) 自署の緩和 

          各種様式を作成する場合、従来は、賃貸人は自署が必要となっていた

が、記名押印であっても有効な書類と認められることとなり、また、

賃貸人のみならず、管理会社等の署名又は記名押印でも足りることと

された。 

 

２．通知等資料 (1) 家賃支援給付金の申請手続等について(周知依頼)(令和２年１０月

２０日 事務連絡) 

        (2) (参考資料)「家賃支援給付金に関するよくあるお問合せ」Ｑ＆Ａ

(参考ＨＰのＱ９及びＱ１０の抜粋) 

                  

３．参 考 Ｈ Ｐ 家賃支援給付金に関するよくあるお問合せ(経済産業省ＨＰ) 

        https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/qa.html 

                  

４．問 合 せ 先  (一社)全国住宅産業協会 担当 米山 

        ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１ 

   以 上  

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/qa.html


 

事 務 連 絡 

令和２年10月20日 

 

各不動産関連団体の長 殿 

 

国土交通省不動産・建設経済局 不動産業課長 

不動産市場整備課長 

 

家賃支援給付金の申請手続等について（周知依頼） 

 

 家賃支援給付金については、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

への支援施策等について」（令和２年７月７日付事務連絡）において、貴団体加盟

の事業者への周知をお願いしたところです。 

 今般、家賃支援給付金の申請手続における書類等の取扱いが下記のとおり明確化

されましたので情報提供いたします。つきましては、貴団体加盟の事業者に対し、

周知頂きますよう、お願いいたします。 

 引き続き、テナント事業者から、同給付金の申請に際し、賃貸借契約の内容等に

ついての問合せや申請に必要な書類の作成等への協力依頼が寄せられた場合におい

ては、同給付金の趣旨・目的を踏まえ、適切にご協力頂くようお願いいたします。 

 なお、宅地建物取引業者や管理業者におかれては、ビル賃貸事業者、テナント事

業者に対しても、適宜、周知頂きますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．申請時における提出書類について 

自動更新条項がある場合を含め、賃貸借契約書に記載された契約期間が過ぎてい

る場合、所定の様式（※）のほか、賃借人と契約更新時に交わした覚書、更新時の

通知、賃料の請求書又は領収書その他の当該契約期間の経過後も賃貸借関係が継続

していることを賃貸人が認めていることがわかる書類を添付すれば足りることと

されました。ただし、これらの書類は賃貸人又は管理会社等（賃貸借契約書上、管

理会社等であることが明らかであるものに限る。）の署名又は記名押印があるもの

に限られます。 

※様式５－３：賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合) 
 
２．申請時における各種様式への記入方法の変更 

各種様式を作成する場合、賃貸人については、自署のみならず記名押印であって

も有効な書類と認められます。 

また、賃貸人のみならず、管理会社等の署名又は記名押印でも足りることとされ

ています。ただし、賃貸借契約書上、管理会社等であることが明らかであるものに

限られます。 

 
（参考） 
 経済産業省「家賃支援給付金に関するよくあるお問合せ」問９、問10 

   https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/qa.html 

以上 



「家賃支援給付金に関するよくあるお問合せ」追加予定Ｑ＆Ａ 

  https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/qa.html 

 

（問９） 自動更新条項がある場合を含め、賃貸借契約書に記載された契

約期間が過ぎているのですが、どのようにすれば良いですか。 

 

（答） 所定の様式※を提出いただく、あるいは賃借人（かりぬし）と契

約更新時に交わした覚書、更新時の通知、賃料の請求書又は領収書

その他の当該契約期間の経過後も賃貸借関係が継続していること

を賃貸人（かしぬし）が認めていることがわかる書類を添付くださ

い。 

ただし、これらの書類は賃貸人（かしぬし）又は管理会社等（賃

貸借契約書上、管理会社等であることが明らかであるものに限る。）

の署名又は記名押印があるものに限ります。 

※様式５－３・賃貸借契約等証明書（契約書等の契約期間に 2020 年

3月 31 日又は申請日が含まれていない場合） 

 

 

（問 10）各種様式を作成する場合、賃貸人（かしぬし）は自署にかぎる

のでしょうか。 

 

（答） 各種様式を作成する場合、賃貸人（かしぬし）については、自署

のみならず記名押印であっても有効な書類と認められます。 

また、賃貸人（かしぬし）のみならず、管理会社等の署名又は記

名押印でも問題ございません。ただし、賃貸借契約書上、管理会社

等であることが明らかであるものに限ります。 

※賃借人（かりぬし）は自署は必須となります。 
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